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インボイス制度への移⾏に当たっての事業者⽀援策

• 事業者の相談に対して丁寧に対応できるよう、インボイスコールセンターを設置
• 中小企業へ経営支援を⾏っているよろず⽀援拠点、商⼯会議所、商⼯会等の支援機関の経営相談体制を抜
本的に強化し、相談対応を実施

• 免税事業者からの相談受付窓口を設置し、相談内容に応じ、税理⼠（税務相談）や、支援機関等（経営
相談、補助⾦の案内）が対応する枠組みを、中企庁補助事業にて⽴ち上げ

• 税務署において、各事業者の事業実態を聴取し、登録要否の検討をサポートする相談会を開催
• 関係各省庁において、所管業界に対する周知広報計画を策定の上、きめ細かく事業者をサポート
• 地銀、信⾦、信組において、取引先企業に対するセミナーの開催

相談体制の強化

• IT導⼊補助⾦︓⼤企業も含む発注者が取引先の中⼩企業等に受発注ソフトを利⽤させる場合にも対象拡⼤
• 持続化補助⾦︓課税転換した場合に50万円上乗せ

予算措置

• 課税転換する免税事業者の税負担を売上税額の２割に軽減（R5改正）
• 少額取引に係る事務負担軽減策（１万円未満はインボイス不要）を措置（R5改正）
• 免税事業者から仕入れた場合でも、当面は８割の仕⼊税額控除が可能

税制措置

• 独禁法等のＱ&Ａの公表、6,000を超える業界団体への法令遵守要請を実施
• 下請けGメンや書面調査による状況把握や発注者側への注意喚起等を実施

取引環境の整備
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